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○ 先進技術の活用は、高齢者が健康で活躍しやすい環境づくりにつながる
○ 高齢者のニーズに合致した製品・サービスの開発は、高齢者向け市場を活性化させる
可能性を持つ
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＜調査研究：先進技術の活用による高齢者向け市場の開拓と活性化＞

資料：経済産業省産業構造審議会新産業構造部会
「新産業構造ビジョン」（平成29年5月）



○ 高齢者世帯が消費支出全体に占めるシェアは増加している
○ 高齢者世帯の消費支出の内訳構成比をみると、二人以上の世帯平均に比べ、
保健医療の占める割合が高い
○ 高齢者世帯は健康のために支出してもよい額も高い
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＜調査研究：高齢者の消費＞

消費支出の年代別シェア

資料：内閣府「日本経済2015-2016」
（注）総務省「家計調査」により作成。二人以上の世帯

健康のために支出してもよい額（１か月当たり）

資料：総務省統計局「統計トピックNo.97（統計からみた我が国の高齢者（65歳以上））」
（注１）総務省「家計調査」（家計収支編）（平成27年）より作成。平成27年、二人以上の世帯
（注２）「保健医療」とは、「健康の維持，疫病の治療，身体の矯正のために必要な商品及びサービスへの支出」

高齢者世帯の消費傾向（各費目における全世帯平均支出（1.0）との比較）

【１世帯当たり１か月の支出金額】（単位：円）

うち

世帯主が

65歳未満

の世帯

うち

高齢者

世帯

287,373 310,584 253,786
うち　保健医療 12,663 11,009 15,057

全世帯

消費支出



○ 平成28（2016）年時点の高齢化率（65歳以上人口割合）は27.3％、75歳以上は13.3％
○ 平成27（2015）年に、75歳以上人口が0～14歳人口を初めて上回った

資料：2015年までは総務省「国勢調査」、2016年は総務省「人口推計」（平成28年10月１日確定値）、2020年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(平成29年推計)」の出生中位・死亡中位仮定による推計結果
（注）2016年以降の年齢階級別人口は、総務省統計局「平成27年国勢調査 年齢・国籍不詳をあん分した人口（参考表）」による年齢不詳をあん分した人口に基づいて算出されていることから、年齢不詳は存在しない。

なお、1950年～ 2015年の高齢化率の算出には分母から年齢不詳を除いている。

高齢化の推移と将来推計
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＜全世代参画：人口動態＞



○ 非正規雇用労働者は増加している
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＜全世代参画：雇用＞

非正規雇用労働者の推移（年齢別）

資料：厚生労働省ホームページ「非正規雇用の現状と課題」



○ 一般労働者（正社員・正職員以外）は、一般労働者（正社員・正職員）に比べ賃金が低い
○ 一般労働者（正社員・正職員）の賃金は50～54歳をピークに上昇、
一般労働者（正社員・正職員以外）の賃金は上昇がほとんど見られない
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＜全世代参画：雇用＞

賃金カーブ（時給ベース）



○ 平成29年３月に決定された「働き方改革実行計画」では、非正規雇用の処遇改善のため、
「非正規雇用労働者の正社員化などキャリアアップの推進」に取り組むこととされている
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＜全世代参画：雇用＞

資料：「働き方改革
実行計画工程表」
（平成29年３月）



○ ライフサイクルの関わりで社会保障を見た場合、いずれの世代も社会保障の給付と
負担に関わっていると考えられる
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＜全世代参画：社会保障制度の理解＞

ライフサイクルでみた社会保障

資料：厚生労働省「平成23年版厚生労働白書」



○ 少子高齢化が進行する状況での社会保障の負担の考え方について、どの世代でも、
「高齢者と現役世代双方の負担の増加はやむを得ない」と考えている者の割合が高い
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＜全世代参画：社会保障制度の理解＞

資料：厚生労働省
「平成24年版厚生労働白書」

少子高齢化が進行する状況での社会保障の負担の考え方について



○ 老後の生計を支える手段として、１番目に頼りにするものはどの年代でも「公的年金」が
最多
○ 年齢層が高いほど、「公的年金」を頼りにする傾向が顕著
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＜全世代参画：社会保障制度の理解＞

年齢階級別にみた老後の生計を支える手段として１番目に頼りにするもの

資料：厚生労働省「社会保障における公的・私的サービスに関する意識等調査」（平成21年）



○ 社会保障教育では、社会保障の理念・内容・課題の理解が必要と考えられている

○ 給付と負担の構造を含め、その意義を理解し、当事者意識を持って考えてもらうことが
重要

＜全世代参画：社会保障制度の理解＞

社会保障を教える際に重点とすべき学習項目（社会保障の理念・内容・課題に絞り込み、主な学習項目の案を列挙）

資料：厚生労働省「社会保障の教育推進に関する検討会 報告書」（平成26年７月） 11



○ 事業主等による職員等に対する生涯設計に関する研修例として、国家公務員では、
人事院や国家公務員共済組合連合会が現役職員やその配偶者等を対象に実施
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＜全世代参画：高齢期に向けた意識の醸成＞

事業主等による職員等に対する生涯設計に関する研修例（国家公務員の場合）

【人事院の取組】

u 40代及び50代の職員を対象に「生涯設計セミナー」を実施
u 「生涯設計セミナー50」では、
・ 定年後の生活設計の必要性、再任用制度、年金制度などの知識や情報を提供
・ 参加者同士の討議を通して、定年後の生活設計について考える

u 「生涯設計セミナー40」では、
・ 職業キャリア、家庭経済及び健康管理に関する知識や情報を提供
・ 参加者同士の討議を通して、これからの半生について様々な観点から考える

u 平成29年度は全国で、「生涯設計セミナー50」は16回、「生涯設計セミナー40」は10回開催予
定

【国家公務員共済組合連合会（KKR)の取組】

u 現職の共済組合員とその配偶者を対象に「KKRセカンドライフセミナー」や「KKRマネープラン
セミナー」を実施

u 「KKRセカンドライフセミナー」 では、「生きがい」「健康」「家庭経済（家計）」の３つのテーマに
沿って、「KKRマネープランセミナー」では、「家庭経済（家計）」のテーマに沿って講義

資料：国会公務員生涯設計総合情報提供システム、国家公務員共済組合連合会の各ホームページから



学校段階からのキャリア教育

○ 家計が考える年金支給時に最低限準備しておく金融資産残高は近年増加傾向
○ キャリア教育の実施にも進展がみられる
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＜全世代参画：高齢期に向けた意識の醸成＞

年金支給時に最低限準備しておく金融資産残高
（世帯主の年齢が60歳未満）

資料：内閣府「平成29年度経済財政白書」
（注１）金融広報中央委員会「家計の金融行動に関する世論調査」より作成。
（注２）二人以上の世帯のうち、世帯主の年齢が60歳未満の世帯。

高校におけるインターンシップの実施状況
※普通科と職業関係学科（公立・全日制）

資料：内閣府
「平成２７年版
子ども・若者白書」

大学における必修科目としてのキャリア科目の開設割合



○ 健康増進法に基づく基本的方針の推進に向けて、厚生労働省は健康日本21
（第二次）を推進
○ ライフステージに応じた、健やかで心豊かに生活できる活力ある社会の実現は、社会
保障制度の持続可能性にもつながる

＜全世代参画：健康づくり＞

健康日本２１（第二次）の概要

資料：厚生労働省「厚生科学審議会地域保健健康栄養部会第１回健康日本２１第二次推進専門委員会資料」（平成26年７月）
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○ 平成28年３月に決定された第３次食育推進基本計画では、「健康寿命の延伸に
つながる食育の推進」を重点課題の１つに挙げ、子供から高齢者まで、生涯を通じた
取組を推進している

＜全世代参画：健康づくり＞

第３次食育推進基本計画 重点課題（計画期間：平成２８年度～３２年度）

資料：農林水産省「第３次食育推進基本計画 重点課題」（平成28年３月） 15



○ 今後半世紀で世界の高齢化は急速に進展すると見込まれている
○ 特に、アジア諸国の一部の国で、我が国を上回るスピードで高齢化が進むことが
見込まれている
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＜対外発信＞

世界の高齢化率の推移

資料：内閣府
「平成29年版
高齢社会白書」



○高齢社会対策については、各レベルで様々な取組が行われている
○成果の対外発信についても、新たな取組が見られ、国際的な協力も進行中
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＜対外発信＞

資料：各種資料より、内閣府作成

政策、情報発信 調査研究 研修・プロジェクト

政府関係
機関

p 日本ＡＳＥＡＮ各国間の協力促
進【厚労省】

p アジア健康構想【健康・医療戦
略推進本部】

p 日独高齢化シンポジウム、日
北欧高齢化セミナー、日中韓
高齢化セミナー【厚労省】

p 高齢者の生活と意識に関す
る国際比較調査【内閣府】

p 介護サービス等の国際展開
等に関する調査研究【厚労
省】

p 専門家派遣の現地研修
【ＪＩＣＡ】

p 招聘による日本での研修
【ＪＩＣＡ】

国際機関 p 高齢化に関する世界会議（マ
ドリッド国際行動計画）【国連】

p 「持続可能な開発目標」（ＳＤＧ
ｓ）【国連】

p 社会保障大臣会合【ＯＥＣＤ】

p 人口高齢化の適応に関するシ
ンポジウム【ＡＰＥＣ】

p 都市における高齢化に関す
る調査研究【ＯＥＣＤ】

p シルバーエコノミーに関する
調査研究【ＯＥＣＤ】

p 地域研修センター【国連人
口基金】

p 国際がん研究【世界保健
機関】

大学
・

研究機関

p 研究成果に基づく政策提言
【各大学・研究機関】

p 国際会議、セミナーの開催【各
大学・研究機関】

p 高齢社会問題の総合的・分
野横断的な研究【東京大学・
高齢社会総合研究機構】

p 健康長寿社会の構築【国立
長寿医療研究センター】

p 人材育成【各大学・研究機
関】

p フィールドワーク【各大学・
研究機関】

対外発信の具体例



○高齢社会先進国である日本の取組は、今後高齢化が進展する国々で役立つ可能性

＜対外発信＞

資料：厚生労働省「国際的なActive Aging（活動的な高齢化）における日本の貢献に関する検討会第２回資料」（平成25年７月）

保健・医療・介護 所得保障と社会参加

法律・制度 Ø 医療保険制度・介護保険制度・後期高齢者医療制度・老人福祉法
Ø 医療扶助制度
Ø 成年後見制度・高齢者権利擁護事業

Ø 年金保険制 度（国民年金・厚生年金保険等）
Ø 高年齢者雇用安定法等の高齢者雇用に関 す
る法律

Ø 生活保護

システム
構築

Ø 地域包括ケアシステムの構築（地域を基盤とした自律的な運営システムの構
築／医療と介護の連携）

Ø 健康診査
Ø 入院患者の在宅復帰にかかるシステム構築（地域リハ）
Ø 在宅介護システム（訪問介護・訪問看護・通所サービ ス、短期入所などの諸
サービス）

Ø 介護保険施設の整備（各種規制や民間事業者の誘導等）
Ø 健康増進に関する取組

Ø 高齢者雇用に関する諸施策
Ø シルバー人材センター事業
Ø 住民組織によるボランティア、コミュニティビジ
ネス

Ø 生涯教育（老人大学などの取組）
Ø ねんりんピック
Ø コミュニティバスなどの高齢者の移動手段の確
保

人材開発、
研究開発

Ø 老年医療にかかる専門医（生活習慣病・認知症専門医等）
Ø 看護・介護人材（ヘルパー・ケアマネジャ－）
Ø リハビリテーション職種
Ø 認知症及び認知症ケアに関する研究開発
Ø 地域包括ケアシステム構築のための取組
Ø バリアフリー・ユニバーサルデザインに関する研究開発
Ø 医療・介護財政における費用管理（診療報酬、介護報酬等の報酬制度）
Ø 要介護認定制度

Ø 定年制の引き上げと年金支給開始年齢の引き
上げ

Ø 年金数理に関する技術的支援

普及啓発 Ø 認知症サポーターキャラバンなどの普及啓発活動
Ø 高齢者虐待防止の取組
Ø 身体拘束ゼロ作戦

Ø 国民 年金保険料の納付改善の取組

行政能力
向上

Ø データ収集・分析・モニタリング・評価
Ø 関係者（機関）のネットワーク化
Ø 地方行政の強化

高齢化対策関係で参考になる日本の主な取組
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○例えば、日本ＡＳＥＡＮの枠組みでは、下記の取組が行われている
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＜対外発信＞

資料：厚生労働省「国際的なActive Aging（活動的な高齢化）における日本の貢献に関する検討会第５回資料」（平成27年２月）を基に作成



○ また、健康・医療戦略推進本部（本部長：内閣総理大臣）が「アジア健康構想に向けた
基本方針」を決定し、官民連携プラットフォームとなる「国際・アジア健康構想協議会」を設置
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＜対外発信＞

資料：内閣官房「健康・医療戦略推進本部（第14回）」（平成28年７月）



○ 技能実習法の施行（※１）と同時に介護職種を追加。また、入管法の改正（※２）により、
留学後、介護福祉士の資格を取得した者は在留資格を取得可能
（※１）技能実習法（「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」（平成28年法律第89号））の施行日は平成29年11月1日

（※２）入管法（「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」（平成２８年法律第８８号））の施行日は平成29年9月1日

○ 日本の新しい制度と日本の事業者の海外展開とを連携させた人材還流を実現
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＜対外発信＞

新興国での介護事業と日本で実習を受ける人材還流のイメージ図

資料：内閣官房「健康・医療戦略推進本部（第18回）」（平成29年6月）



○ 日本の国際的な医療事業拠点として、平成29年度中に23ヶ所が運営を開始
○ 相手国からはこれらの拠点が自国における医療の高度化に資するとともに、高齢化
社会を見据え、予防、リハビリテーション、自立支援型介護等、裾野の広いヘルスケア
産業の拠点となることへの期待がある
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＜対外発信＞

日本の国際的な医療事業拠点の現状（政府支援に関わるもの）

資料：内閣官房「健康・医療戦略推進本部（第18回）」（平成29年6月）



取組事例 概要

モンゴル
「社会保険実施能力強化プロジェクト」
（2016年～2020年）

・モンゴル政府が、日本に対して、社会保険セクターにおける関係職員の能力向上等を内
容とする技術協力を要請。
・日本から専門家を派遣し、制度の整備や職員の実務能力の向上を目指している。

中国
「日中高齢化対策戦略技術プロジェクト」
（2016年～2020年）

・中国政府が、日中間の介護福祉サービス関連政策に関する多層的なネットワークの形
成等を内容とする技術協力をＪＩＣＡに要請。

・日本の経験・教訓や日中両国の法律・介護の最新動向や最新の介護技術等の情報を
共有するセミナー等を実施。

・中国民生部及び協力地区（北京市、江蘇省等）における介護福祉サービス関連政策及
び介護福祉人材育成システム構築に関する能力の向上を目指している。

アジア各国 ※2016年はタイ、インドネシ
ア等の6カ国が参加

「アジア地域における高齢化への政策
強化―高齢化社会の課題と対応―」
（2014年～）

・国立保健医療科学院とＪＩＣＡが連携し、日本の高齢化対策のこれまでの変遷や現在推
進している地域包括ケアシステム等に関する講義・演習・フィールド視察を実施。
・日本の知見をアジア各国で活用するための方策を検討することを目指している。

中国
「日中高齢者産業交流会」
（2013年～）

・ＪＥＴＲＯが、中国における介護サービス、福祉機器、・用品分野における日中企業のビ
ジネスマッチングを目的に、中国主要都市で交流会を実施。
・開催数は2013年度1都市から、2016年度では13都市まで拡充。

ＡＳＥＡＮ
「健康長寿広報展」
（2014年～）

・ＪＥＴＲＯが、ＡＳＥＡＮ各地での「健康長寿＝ＪＡＰＡＮ」のイメージ定着を図るため、健康
長寿広報展を実施。

・急速な高齢化が進んでいるＡＳＥＡＮ諸国に対し、日本で幅広い世代の健康維持・増進
を支える関連産業の発達等、日本の経験を活かすことに繋げるよう努める。

○ 日本のこれまでの高齢社会対策に関する知見をアジア各国に共有
○ 各国の政策や制度の整備の向上等を目指している
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＜対外発信＞

日本の高齢社会対策に関する知見のアジア各国への共有

資料：国際協力機構（ＪＩＣＡ）、国立保健医療科学院の各ホームページ、日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ）資料（平成29年1月）から


